
瀬戸市固定資産評価審査委員会告示第１号 

瀬戸市固定資産評価審査委員会規程（昭和６０年固定資産評価審査委員

会告示第１号）の一部を次のように改正する。  

平成２８年３月３１日 

瀬戸市固定資産評価審査委員会  

委員長 加 藤 繁 紀  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （様式）  （様式） 

第３条 委員会の審査の手続に要する書類の様式

は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該

各号に定める様式とする。 

第３条 委員会の審査の手続に要する書類の様式

は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該

各号に定める様式とする。 

⑴から⑼まで ＜省略＞  ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

 ⑽ 閲覧・交付請求書 第１０号様式 ⑽ 固定資産評価審査決定通知書 第１０号様 

 式 
  

第１号様式、第４号様式及び第９号様式中「瀬戸市固定資産評価審査委

員会 殿」を「（宛先） 瀬戸市固定資産評価審査委員会」に改める。  

第１０号様式を次のように改める。  



第１０号様式（第３条関係）  

 

 

 

 

閲覧・交付請求書 

  

  年  月  日  

 （宛先） 瀬戸市固定資産評価審査委員会  

 

請求者（審査申出人） 

                  住所又は居所 

 

                  氏名又は名称            ○印 

 

                代表者、管理人又は代理人 

                  住所 

 

                  氏名                ○印 

 

□ 固定資産評価審査委員会条例第１５条の規定により、次のとおり閲覧請求します。 

                 又は 

□  地方税法第４３３条第１１項において読替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定に

より、次のとおり（  閲覧 ・ 交付 ）請求します。 

（該当する□にレを記入してください。） 

 

資料の名称その他の請求

の対象文書を特定するに

足りる事項 

 

 

 

 

実  施  方  法 

（希望方法を◯で囲んで

ください） 

 １ 閲覧 

 

 ２ 写しの交付（郵送希望 有・無 ） 

 

備       考 

 

 

 

 

 



附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


